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委託仕様書

第１章 総則

第１条 適用範囲

１．本委託仕様書は、箕面市が発注する特殊街路整備に伴う水道復旧詳細設計業務委託（以下

「業務」という。）に適用する。本業務を実施するにあたっては、本仕様書によるほか、大阪

府土木設計業務等共通仕様書による。

２．設計書（質問回答書を含む。）、仕様書、契約書は、相互に補完しあうものとし、そのいず

れかによって定められている事項は契約の履行を拘束する。

第２条 設計図書の支給及び点検

１．各種基準書、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるも

のとする。

２．受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に書面により報告

しその指示を受けなければならない。

３．監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を支給するものと

する。

４．受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に

返却するものとする。

５．受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、

損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

６．受注者は、守秘義務が求められる資料については複写してはならない。

第３条 用語の定義

本委託仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

（１）「発注者」とは、箕面市長をいう。

（２）「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その

他の法人をいう。

（３）「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する

指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第９条に規定する者である。

（４）「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第１

０条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。また、管理技術者は、業務等の履行にあ

たり、技術士（総合技術管理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門）、

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM)等の業務内容に応じた資格保有者であり、直

接雇用関係を有した日本語に堪能な者でなければならない。

（５）「照査技術者」とは、業務の節目ごとにその成果の照査確認を行い、照査結果を照査報
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告書としてとりまとめ、署名のうえ管理技術者に提出する者で、契約書第１１条の規定に

基づき、受注者が定めた者をいう。照査技術者の資格要件は、管理技術者に準じる。照査

技術者は、照査以外の本設計作業に従事するものが兼務してはならない。

（６）「担当技術者」とは、受注者が業務を履行するために使用している者（管理技術者を除

く。）をいう。

（７）「業務従事者」とは、受注者が本業務を専任的に処理するために使用する者をいう。

（８）「権利者」とは、本業務の対象となる区域に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外

の権利を有する者をいう。

（９）「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって再委託する者をいう。

（１０）「指示」とは、監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させることをいう。

（１１）「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項につ

いて、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

（１２）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場

で合議することをいう。

（１３）「報告」とは、受注者が監督職員に対し業務の遂行に係わる事項について、書面をもっ

て知らせることをいう。

（１４）「提出」とは、受注者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の

資料を説明し、差し出すことをいう。

（１５）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月目を記録し、署名又は捺印

したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリまたはＥメールにより伝達でき

るものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

（１６）「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面

談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

第４条 基本的処理方針

受注者は、本業務を実施する場合において、確実に実施できる執行体制を整え、本委託の仕様

書、基準、運用方針等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならな

い。

第５条 再委託

次の各号に掲げる「主たる部分」は、受注者は再委託することはできない。

１．主たる部分

（１）本業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断

（２）設計の中核となる図面等の作成

（３）打合せ等

２．受注者は、コピー、印刷、製本、資料の収集及び単純な集計、トレースなどの簡易な業務

の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
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第６条 提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に別途定める関係書類を監督職員を

経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。

２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を

定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなけ

ればならない。

３．受注者は、契約時又は完了時において、請負金額１００万円以上の業務について、受注時

は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完了時は完

了後１０日以内に、調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カル

テ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターにフロッピ

ーディスク等により提出するとともに、(一財)日本建設情報総合センター発行の「業務カル

テ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、受注者が公益法人の場合は

この限りではない。

第７条 打合せ等

１．業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり業

務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記

録簿に記録し、相互に確認しなければならない。

２．管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員

と協議するものとする。

３．監督職員の指示に応じて、受注者は関係機関等との協議に同行するものとする。

第８条 業務計画書

１．受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければなら

ない。

２．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

（１）業務概要 （２）実施方針

（３）業務工程 （４）業務組織計画

（５）打合せ計画 （６）成果品の内容、部数

（７）使用する主な図書及び基準（８）連絡体制（緊急時含む）

（９）照査計画 （１０）技術提案事項

（１１）設計上の留意点 （１２）その他（特記事項）

３．受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督

職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４．監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出し

なければならない。
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第９条 現地踏査

１．受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い、設計業務等に必要な現地の状況

を把握するものとする。

２．受注者は、現地踏査を実施した後に、現地の状況を示す写真と共にその結果を「現地踏査

報告書」としてとりまとめるものとする。

３．設計着手段階に現地踏査を十分に行うことは無論のこと、設計対象地が現に工事中である

場合は設計過程においても適宜、現地踏査を行うものとし、設計図面をとりまとめる段階で

現況に関する情報に相違が生じないようにすること。

第１０条 関係官公庁への手続き等

１．受注者は、発注者が行う関係官公庁等への手続きに協力しなければならない。また受注者

は、業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行う

ものとする。

２．受注者が、関係官公庁等から指導、指示を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報

告し協議するものとする。

第１１条 月間報告書

受注者は、次の各号に掲げる事項を記入した月間報告書を作成し、監督職員に月毎にとりまと

めて提出するものとする。

（１）実施した業務の内容と課題

（２）工程表による各工種の進捗

（３）その他必要事項

第１２条 成果品

受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。

１．成果品作成には以下を考慮する。

（１）表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を記載す

る。

（２）目次及び頁を付す。

２．本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

３．提出する成果品は、次の各号に定める成果品とする。

（１）成果報告書

（２）設計計算書、数量計算書、設計図等

（３）打合せ記録簿

（４）照査報告書

（５）本業務に使用したすべての資料

（６）その他、監督職員が指示したもの

（７）各種電子データ
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（８）成果品の規格・部数は以下のとおりとする。

※図面はＣＡＤ製図基準（案）国土交通省により作成したものとする。

４．電子計算機を使用する場合は、下記のものを計算書に添付するものとする。なお、監督職

員から指示された場合は、プログラムの概要説明書、またはプログラム使用説明書を提出

するものとする。

（１）インプットデータをそのままアウトプリントしたものに略図、添え書き等説明を加え

たもの。

（２）計算結果に略図、添え書き等説明を加えたもの。

５．図面の作成にあたっては、図表等の配置及び各図相互の関連についてわかりやすく表記す

るものとする。また、施工時の注意事項を表記するものとする。

６．管理技術者、照査技術者並びに各担当技術者は、設計計算書、数量計算書の表紙の原図、

及び設計図各葉に氏名を明示するものとする。

７．検査において訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。

８．本業務は、電子納品の対象業務とする。なお、詳細については「大阪府都市整備部電子納

品要領(案)－大阪府都市整備部－」参照のこと。

第１３条 引渡し前における成果品の使用

受注者は、成果品の引渡し前においても、監督職員が成果品の全部又は一部の使用を求めたと

きは、これに応ずるものとする。

第１４条 検査

１．受注者は、検査担当職員が本業務の完了検査を行うときは、管理技術者及び担当技術者を

立ち会わせるものとする。

２．受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査担当職員の指示に

速やかに従うものとする。

３．業務の検査等に伴う費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の

負担とする。

名 称 規 格 数量
電 子

データ

各種報告書

各種計算書

照査報告書

打合せ記録簿

協議関係資料等

Ａ４版白焼付製本（両面焼き）

（上製黒表紙金文字箔押ビス止め製本）
２部 ２部

設計図、仮設図 Ａ３版白焼付背貼製本 ２部 ２部
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第１５条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条件等を遵守しなければならな

い。

第１６条 守秘義務

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第１７条 疑義

１．受注者は、設計図書に記載された事項の解釈について疑義が生じた場合は、監督職員と早

期に協議し、その指示に従わなければならない。

２．本仕様書、その他明記のない細部について疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、その

指示に従わなければならない。

第１８条 手直し

受注者は、委託業務の完了後においても受託者の責に帰す成果品の不良箇所が発見された場合

は、速やかに訂正、補足、その他の措置を講ずるものとする。また関係官公庁への諸手続を行っ

た後に手直し等の指示があった時も同様とする。

第１９条 一般留意事項

１．管理技術者は、業務の適正な履行を確保するため、担当技術者が行う業務に係わる次の諸

事項が適切に行われるように、担当技術者を指揮監督しなければならない。

（１）監督に関する業務の実施に当たって、協力者など又は外部から通知若しくは報告を受

けた場合は、速やかに監督職員にその内容を正確に伝えること。

（２）監督に関する業務の実施に当たって、協力者など又は外部への連絡若しくは通知を行

う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。

（３）監督に関する業務の実施に当たって、業務の契約書等の内容を十分理解し、業務の進

捗状況についても精通しておくこと。

（４）業務の実施に当たっては、業務に関する図書を適切に整備しておくこと。

２．担当技術者は、管理技術者のもとに監督職員から示された業務を適正に実施するものとし、

監督職員と管理技術者の協議によるものは除き、担当技術者の独断により協力者などに対す

る指示、承諾を行ってはならない。

３本業務委託は別途発注する下記（１）～（３）の業務委託と密接な関係にあり、一体設計の

必要が生じるため、別途発注業務受注者と連携を図り、相互に情報共有等を図り、打合せを

行う事とする。

（１）特殊街路整備に伴う道路復旧詳細設計業務委託

（２）特殊街路整備に伴う河川復旧詳細設計業務委託

（３）特殊街路整備に伴う下水道復旧詳細設計業務委託



7

第２章 設計業務等

第１条 業務目的

北大阪急行線延伸区間において、箕面市が整備主体となる特殊街路整備における水道の本復旧

するための詳細設計を行うものとする。

第２条 業務計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、第１章第８条第２項に示す事項について業務

計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。なお、監督職員の指示により各作業順序を指

定する場合がある。

第３条 業務内容

本業務は、北大阪急行線延伸区間において、箕面市が整備主体となる特殊街路整備における本

復旧について、詳細設計を行うものとする。

１．設計作業の基本

設計作業は、次によるものとする。

（１）関係資料を参考に設計条件、各種の選定理由（構造性、施工性、経済性、機能性、環

境条件）を把握したうえで、各種条件、コントロールポイント等を整理し設計を行うも

のとする。

（２）設計においては、経済性にも配慮を行い最適な構造形式を選定し設計を行うものとす

る。

（３）設計にあたっては、目的をよく理解し設計すること。また、監督職員と緊密な連絡を

保ち必要に応じて打合せを行うものとする。

（４）設計は、事前に設計条件、設計方法等について監督職員の承諾を得たのち行うもの

とする。

（５）設計の照査は、第１章第３条（５）によるものとする。

（６）設計計算及び数量計算の検算は当該計算を実施した者以外の者が行うこと。また図

面も同様とする。

（７）基本構造検討及び設計にあたっては、建設副産物の発生の抑制と再利用の促進等の視

点を取り入れた設計を行うものとする。また、建設副産物の検討成果として、リサイ

クル計画書を作成するものとする。

（８）修正設計等を適用する構造物においては、構造上問題がないか確認し、設計の適用

を判断するものとする。

（９）設計は設計要領書に定める設計基準類及び貸与図書に基づき実施すること。

（１０）貸与図書を熟読確認し、設計に着手するものとする。

（１１）管理者協議等に必要となる協議資料、図面等を協議の進行に伴い作成するものとす

る。

（１２）業務の遂行にあたっての打合せ協議は、打合せ計画に示す主要な区切りとする。
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また、業務を円滑に進めるために協議が必要であれば、その都度、監督職員と連絡を

取り、打合せ協議を行うものとする。

また、必要に応じて各施設管理者及び鉄道事業者との協議に同行し、業務を遂行す

るものとする。

第４条 水道部復旧設計業務

１．配水管設計

配水管設計は、現地調査・設計計画・各種計算・図面作成・数量計算・審査の一連の作業

とする。

（１）「現地調査」は、設計路線の踏査、業務上必要な地下埋設物及び支障物件（電柱、架空

線等）の具体的調査、在来管等の調査、渉外折衝の立ち会いを含み、測量、土質、試掘

の調査は含まない。ただし、試掘については別途設計に計上しており、地下埋設物の調

査を実施する。

（２）「設計計画」は、設計路線の計画確認と工法比較、構造計画、仮設比較とその施工計画

を含む。

（３）「各種計算」は、構造計算、仮設計算等とする。

（４）「図面作成」は、位置図、平面図、縦断面図、詳細図（平面、縦断、横断面図等）、構

造図及び関係機関との協議に必要な図書とする。（設計図・路面本復旧図・調整図・関係

機関との協議資料）

（５）「数量計算」は、土工、管径、管種材料別に数量を算出する。

（６）「審査」は、設計業務の質を確保するため、設計項目すべてについて審査する。

（７）「実施計画の詳細検討」として、本市の水道施設整備基本実施計画の内容確認を行った

上で、対象区域を含む管路整備計画の詳細検討を行い、設計条件の確認を行うものとす

る。検討にあたっては、切り替えを含めた施工方法の検討を行うこと。また土地の所有

者の確認が必要な場合は、公図等で土地の所有者を確認すること。

２．地下埋設物調査（試験堀）

必要に応じて地下埋設物調査のため試験堀を行うこと。試験堀の結果をもとに工法比較等

の設計計画を行った上で、効率的かつ施工可能な設計を行うこと。また、試験堀に際し、

関係機関との協議に必要な図書を作成すること。

３．成果品

受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。

（１）成果物作成には以下を考慮する。

①表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を記載する。

②目次及び頁を付す。

（２）本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

（３）提出する成果物は、次の各号に定める成果物とし、部数は電子媒体２部と、成果品の

印刷出力を製本したものを２部提出する。印刷出力成果については、加除可能なＡ４フ
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ァイルで作成すること。

①成果報告書

②数量計算書、設計図等

③打合せ記録簿

④照査報告書

⑤本業務に使用した収集資料関係（竣工図、地下埋設物、給水台帳図、公図等）

⑥試掘結果報告書

⑦その他、監督職員が指示したもの

⑧各種電子データ

４．その他

（１）一部変更が生じても、設計変更はしない。

（例）延長の増加

開削工法が一部推進工法

（２）工事設計書（金抜設計書・金入設計書）を作成するものとする。


